川越町書かない窓口システム導入業務委託仕様書（案）

Ⅰ.基本要件
１ 業務名
　川越町書かない窓口システム導入業務委託

２ 業務の目的
　転入などのライフイベントに伴う申請手続きには、住民の申し出や職員による確認が必要であり、手続きごとにそれぞれの申請書や届出書に何度も手書きで必要事項を記載しなければならず、これが来庁者の負担となっている。加えて、手書きの申請書や届出書には記入漏れや記載誤りが少なからず存在し、これらの訂正や確認のために受付窓口が混雑する場合もある。さらに、記入漏れや記載誤りにより、手続案内に不備が生じるケースも課題となっている。 
これらの課題を解決するために、ライフイベントに伴う複数申請の一括受付、申請書の統合とデジタル化、マイナンバーカードや既存の基幹系システムに登録されている住民データを活用した申請書の作成支援、住民データや根拠法令に基づいた受給資格の判定や審査を一括で処理できる窓口システムを導入し、迅速かつミスや漏れのない手続案内を実現する。
本事業により、来庁者の負担軽減、職員業務の平準化・効率化を実現するとともに、将来的な制度改正や業務拡張にも柔軟に対応可能な持続的業務構造を確立することを目的とする。

３ 業務の内容
本業務の内容は次の通りであり、受託者は以下の業務を実施すること。
（１）書かない窓口システムの導入・環境構築 
（２）ライフイベントに伴う必要手続の自動判定ルール設定
（３）町独自事務の手続判定ルールの搭載
（４）ハードウェア設置・セットアップ作業 
（５）基幹システムとのデータ連携支援 
（６）システム操作研修の実施及び操作マニュアルの作成
（７）本稼働のためのリハーサル・試験
（８）業務全体のプロジェクト管理 
（９）BPRに関しての打ち合わせ、協議への参加
（１０）その他、書かない窓口システムの円滑な導入、本稼働に向けた支援
　なお、本業務内において、システム利用端末への二要素認証装置の調達及び設定、ウイルス対策ソフトライセンスの調達及び設定、資産管理ソフト等の導入などの作業、既存ネットワークの設定変更に係る作業は対象外とする。

４ 参加条件
デジタル庁が公募した「ガバメントクラウドにおける地方公共団体への窓口DX SaaS の提供業務及び運用保守業務委託-令和８年度募集-」の採択を受けた事業者が提供する窓口システムに限る。

５ 本町の基本情報

	【本町に関する情報】（令和８年４月１日時点）

	人口
	15,854人

	世帯数
	7,681世帯

	【証明書発行件数】（令和7年度）

	住民票の写し
	6,005通

	印鑑登録証明書
	3,040通

	戸籍証明書
	3,057通

	税証明関係
	2,674通

	【住民異動事由別件数】（令和7年度）

	転入届
	914件

	転居届
	198件

	転出届
	778件

	出生
	141件

	死亡
	140件



６ 履行期間
契約締結日から令和９年３月３１日までとする。

７ システム稼働時期
令和９年１月稼働を想定して環境構築するものとし、詳細なスケジュールは契約締結後に本町と協議の上で決定する。

８ 運用想定期間
運用想定期間は、５年とする。
なお、次年度以降の利用・保守契約は別途締結する。


９ 履行場所および導入機器設置場所
三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地　川越町役場

１０ 成果物
受託者は契約後、直ちに本町との本仕様に基づく詳細な打ち合わせを行うこと。また、成果物については以下の納品物を電子媒体で提出すること。各納品物の内容の詳細については受託者と協議の上で決定する。
	No.
	名称
	内容
	納入期限

	1
	プロジェクト計画書
	本業務を運営するための計画書
	初回打ち合わせまで

	2
	進捗管理表
	本業務の進捗を管理するもの
	随時

	3
	打合せ議事録
	打ち合わせの内容を記録するもの
	随時

	4
	テスト計画書・結果報告書
	テスト計画及びその結果について記載したもの
	随時

	5
	職員研修用資料
	職員向けの研修資料
	操作研修まで

	6
	利用者マニュアル
	システム利用者向けのマニュアル
	操作研修まで

	7
	管理者マニュアル
	システム管理者向けのマニュアル
	操作研修まで

	8
	基本設計書／設定一覧
	画面・帳票・ルール・ワークフロー・権限・通知・連携・ログ設定等を記載したもの
	随時

	9
	要件定義書
	機能・非機能・連携・権限・運用テスト・移行・終了時対応要件等を記載したもの
	随時

	10
	データ引継ぎ仕様書
	CSV出力仕様、項目定義、コード表、終了時引継ぎ方法を記載したもの
	随時

	11
	業務完了報告書
	本業務が完了したことを報告するもの
	業務完了後

	12
	その他必要な書類
	本町より指示があったもの
	随時



Ⅱ.システム要件
１ システムの機能要件
デジタル庁「ガバメントクラウドにおける地方公共団体への窓口DXSaaSの提供業務及び運用保守業務委託-令和8年度募集-」要件定義書の「２　機能要件」および「３基幹系業務システムとのデータ連携」で必須項目となっているものについてはすべて要件を満たすこと。
２ 非機能要件
（１）システムを利用するためのパソコンやプリンタは既存機器が利用できること。 
（２）窓口システムで利用する端末は追加のライセンス費用なしで増設できること。 
（３）システムの操作ログを最低５年間保存できること。 
（４）人事異動に伴うユーザ情報の変更について、毎年度末に一括して更新処理を行うこと。 
（５）運用時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までを基本とするが、業務の都合により運用時間の延長にも柔軟に対応できるようにすること。

３ 対象手続き
本業務における対象手続きは、以下のとおりであるが、記載されていない手続きの追加提案を妨げるものではない。「追加提案」については、契約前に仕様書に追記し、契約書にすること。
	No.
	対象手続き

	1
	住民記録

	2
	印鑑登録

	3
	個人住民税

	4
	教育（就学通知）

	5
	障がい者福祉

	6
	介護保険

	7
	国民健康保険

	8
	児童手当

	9
	子ども・子育て支援

	10
	後期高齢者医療

	11
	子ども医療

	12
	ひとり親医療

	13
	障害者医療

	14
	畜犬管理



４ データ連携
（1） 前提条件
　基幹系システムとの連携要件については以下のとおりとする。
1 本町の基幹系業務システムは下表のとおりである。
	No.
	業務システム名
	サポートベンダー
	製品名

	1
	住民記録
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	2
	印鑑登録
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	3
	個人住民税
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	4
	教育（就学通知）
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	5
	障がい者福祉
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	6
	介護保険
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	7
	国民健康保険
	株式会社ミエデン
	国保標準システム

	8
	児童手当
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	9
	子ども・子育て支援
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	10
	後期高齢者医療
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ10

	11
	子ども医療
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ2

	12
	ひとり親医療
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ2

	13
	障害者医療
	株式会社ミエデン
	MISALIO　Ｖ2

	14
	畜犬管理
	株式会社ミエデン
	DogStaff



2 基幹業務システムから窓口システムへのデータ連携（前連携）が可能であること。連携対象データについては、受託者が提案する手続きを実施するために必要な業務データとし、連携対象業務データおよびデータ連携仕様（連携方式、データレイアウト、頻度等）を仕様書に追記すること。最終的な連携仕様は、受託者の提案内容を踏まえ、本町と受託者および既存基幹システムサポートベンダー含めた三者協議の上で決定する。
3 窓口システムにて受け付けた申請データ等を、既存の基幹系システムへ反映（後連携）させる手法として、RPA（Robotic Process Automation）を利用することを想定している。本調達における役務の範囲は、RPAによる自動入力の前段となる「連携データの抽出・生成」までとし、RPAのライセンス調達およびシナリオ作成は本調達の対象外とする。後連携の対象となる窓口システムに搭載する全ての手続きについて、RPA連携あるいは二次加工に利用するためのCSVを出力できること。また、CSV出力の要否を手続きごとに設定できること。詳細は本町と協議の上で決定する。
4 窓口システムと基幹系業務システムとの連携に関して別途サーバ機器等が必要な場合は、本町の人口規模や処理件数を考慮すること。サーバの導入形態についてはオンプレミスとする。本業務の履行期間に要する導入設置費および５年間の機器保守及び運用保守等の関連経費は、すべて本業務の範囲に含むものとする。機器の構成及びスペックについては、５年間の継続利用を前提とし、将来的なデータ量の増加予測を十分に考慮した、余裕のある設計とすること。
（2） 特記事項
上記の記載に関わらず、基幹系業務システムと窓口システムの連携について、職員の負担軽減と住民の利便性向上につながる手法があれば、受託者と協議し決定する。

５ ネットワーク
現在、基幹系業務システムが稼働している個人番号利用事務系ネットワークに対して導
入を行うこと。

６ “総合窓口＋原課”の併存運用（引継ぎ・案件管理）を前提とした設計要求
・総合窓口と原課窓口の併存運用を前提に、案件単位で対応範囲を柔軟に制御できること
・総合窓口→原課への引継ぎ（添付、履歴、メモ、ステータス）＋補正依頼/完了登録
・原課が同一システム上で直接受付できること
・進捗管理、通知まで含む“案件管理”の明示

７　テスト要件
　本調達において、実運用を想定した業務シナリオに基づき、システム全体の品質を検証するためのテスト要件を定義すること。また、各テスト工程について計画及び実施方針を契約前に仕様書に追記し、契約書にすること。運用テストにおいては、実際の業務運用を想定したシナリオによる運用リハーサルを実施することとし、少なくとも以下の機能・処理を含めること。
　・総合窓口から業務担当窓口への引継処理
　・基幹システムとの連携処理
　・帳票出力処理
　・身分証カード読取機能
受託者は、各テスト工程の実施結果について、本町が内容を容易に理解できる形式で報告することとし、報告内容には、以下を含めること。
　・テスト実施結果および合否判定
・発見された不具合の内容および影響範囲
・不具合への対応状況および是正措置

８　契約満了時の取り扱い
　受託者は本事業により導入したオンプレミスサーバについて、契約期間満了時、契約解除時または更改を行わない場合における資産の取扱い、データ引継ぎ、データ消去等について本町と協議の上、必要事項を定めること。なお、適用範囲は以下のとおりとし詳細については、契約前に仕様書に追記し、契約書にすること。
　・本事業により導入したサーバ機器（本体、内蔵ストレージ、拡張機器）
・当該サーバ上で稼働するOS、ミドルウェア、アプリケーション
・サーバ内に保存されたすべての業務データおよび設定情報


９　成果物の権利帰属
　本業務により作成される成果物（設計書、仕様書、設定情報、プログラム、マニュアルその他本業務に関連して作成される一切の資料については、著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は受託者に帰属し、当該成果物の所有権は本町に帰属するものとする。なお、成果物の具体的な取扱い及び権利関係の詳細については、契約前に仕様書に追記し、契約書にすること。

Ⅲ.ハードウェア、ソフトウェア調達要件
１ サーバ機器
　窓口システムを稼働させるためのサーバ機器の構成及び性能については、本町における５年間の継続利用を前提とし、期間中を通じて安定かつ安全に稼働し、業務に支障をきたさない最適なスペックとすること。また、当該期間中、製造メーカーによる保守部品の供給及び技術サポートが継続して提供される機器を選定すること。
サーバ機器は、本町指定のサーバルーム内に設置すること。機器の搬入、設置、ラックへの搭載、配線、および初期設定に要する全ての費用は、本業務に含めるものとする。

２ 端末、周辺機器
窓口システムの運用を想定している端末の台数は３台とする。端末については、本町の既存端末を活用した想定で行うこと。
本事業において新規調達するハードウェア及びソフトウェアは下表のとおりであるが、窓口システムの効率的な活用に必要な機器等があれば、受託者と協議し決定する。最終的な機器構成、各機器の台数は、本プロポーザルの実施により選定した受託者の提案内容に基づき、本町と受託者で協議して決定する。機器は一括調達とし、リースは不可とする。また、保守が可能なハードウェアについては、5年間の機器保守料を初期構築費用に含めること。

	No.
	品目
	台数
	仕様説明

	1
	来庁者受付機用端末
一式
	　3台
	受付票の発券用端末として使用することを想定しているため、タッチ操作が可能なこと。また、受付票を印刷するためのレシートプリンタを付属させること。
参考機種：Surface Pro 11（Microsoft製）

	2
	窓口システム専用端末
	　4台
	来庁者対応窓口でシステムを使用するための端末として導入する。電子サインを行うため、タッチ操作が可能なタブレット端末が望ましい。ノートパソコンの導入提案を行う場合、電子サイン用に使用するペンタブレットを付属させること。
参考指定：Surface Pro 11（Microsoft製）

	3
	顔認証一体型カード読取装置
	　4台
	マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等を読み取り、読み取った情報を届出書・申請書に転記が可能なこと。
機種指定：Caora　CF-1020（PFU製）

	4
	二次元コードリーダー
	4台
	二次元コードを読み取り、格納されたデータを日本語で正しくデコードして窓口システムに表示する機能を備えること。また、専用スタンドを付属させること。
参考機種：BC-NL2200U3（ビジコム製）

	5
	呼出番号表示器
	4台
	来庁者の呼出番号表示（3桁）に対応し、窓口システムで発行した受付番号を表示させることができること
参考機種：JD-650（ジョイシステム製）


※周辺機器については明記されていなくても機器間を接続するためのケーブル・変換コネクタ等の必要数を含めること。

Ⅳ.環境構築要件
１ 構築体制等 
（１）作業に従事するメンバーは、窓口システムの構築経験があること。 
（２）プロジェクト体制には、以下の役割を設置すること。 
①プロジェクト管理者（プロジェクトリーダ） 
実質的な窓口担当者。業務の進捗管理、課題管理を行い、適宜本町に報告する。 
②業務担当者 
窓口システム構築の実務担当者 
（３）機器の設置や設定に際して必要に応じて本町担当者、基幹系システム保守業者、ネットワーク保守業者との打ち合わせに参加すること。 
（４）システム構築作業の際は、本町の通常業務に影響を及ぼさないよう作業手順や作業時間について配慮すること。 
（５）本町が業務の進捗状況や作業内容についてシステム構築に支障があると認めた場合は、業務体制や作業 手順を含め速やかに対応策、改善策の検討を行うこと。 
（６）システム要件の最終決定、本稼働判定、本稼働日の決定については本町の同意を得ること。 

２ 運用管理業務体制 
（1） 責任者・窓口担当者の設置 
運用管理業務の全体的な調整及び進捗状況の管理に対応するため、責任者・窓口担当者を選任し、運用管理 業務の管理を実施することとする。 
（２）問い合わせ対応・運用サポート時間等
①問い合わせ対応等含む運用サポートに際しての受付チャネルは、電子メール、電話、または専用問い合わせ窓口等、複数の手段を用意すること。問い合わせの受付は24時間365日対応可能であること。問い合わせ対応時間は平日 午前８時３０分から午後７時まで（土日祝休日および１２月２９日から１月３日までの年末年始を除く毎日）を基本とする。ただし、問い合わせ対応時間の変更については本町と調整の上、窓口業務時間の延長にも柔軟に対応すること。 
②サービス提供時間外の時間帯において、本町が緊急に運用・維持管理担当者との連絡調整を要する場合受託者は本町と責任者・窓口担当者との間で連絡を取れる体制を整えなければならない。 
（３）障害発生時の初動対応および復旧方針 
受託者は、システム稼働に重大な影響を及ぼす障害が発生した場合、以下の対応を行うこと。
・障害発生の連絡を受けてから概ね1時間以内に調査を開始し、対応方針（障害概要、業務影響範囲、暫定対応内容を含む）を本町に速やかに報告すること。
・障害の重要度に応じた復旧目標時間（RTO）を定め、速やかな復旧に努めること。
・障害原因および再発防止策について、復旧後に報告書を提出すること。
なお、詳細については、契約前に仕様書に追記し、契約書にすること。
（４）バックアップ方針およびデータ保護
受託者は、サービス継続性およびデータ保全を確保するため、以下のバックアップ方針を満たすこと。
・データバックアップは定期的に実施することとし、具体的な方法等について
・目標復旧時点（RPO）を定義し、本町と合意した水準を維持すること。
・障害発生時または災害発生時には、バックアップデータを用いて速やかに復旧可能であること。
なお、詳細については、契約前に仕様書に追記し、契約書にするもの。
（５）保守メンテナンス
システムメンテナンスは緊急時を除いて基本的に運用時間外に実施すること。また、メンテナンスにあたってシステムの停止を伴う場合は、障害等の緊急の場合を除き、原則１０営業日以上前に本町へ事前連絡を行うこと。 
（６）リモート保守（遠隔保守）
　　本業務の遂行にあたり、受託者は遠隔地からシステムの保守（以下「リモート保守」という）を行うことを許可する。ただし、リモート保守に使用する通信回線の敷設、通信機器の調達及びそれらに伴う月額利用料等の諸費用は、全て受託者の負担とする。
　リモート保守を導入するにあたり、本町の既存ネットワーク環境において必要となる設定変更（ファイアウォールの許可設定、ポート開放等）は、受託者の申請に基づき本町が実施する。
　　リモート保守の接続には、受託者が用意する保守用端末を使用すること。当該端末には、最新のOSアップデート、ウイルス対策ソフトの導入等の適切なセキュリティ対策が講じられていること。
　　また、受託者はリモート保守の実施にあたり、本町が定める情報セキュリティポリシーおよび関連諸規定を厳守しなければならない。本町からポリシーの改定や追加の指示があった場合、受託者は速やかにこれに従い、必要な対策を講じるものとする。

Ⅴ.研修業務
システム導入後の円滑なシステム利用を図るため、受託者は本町の職員に対してシステム操作に関する研修を実施するものとする。
　
１ 研修の対象
（1） 管理者向け研修会 
窓口システムの管理職員を対象として、システム管理者として習得すべき機能や 操作方法等について理解を深めるための研修を実施すること。この研修は対面により１回行うものとし、対象者 は１０人程度、時間は２時間程度とすること。 
（1） 業務担当者に対する窓口システム操作研修 
窓口システムの業務担当職員を対象として、窓口対応を行う上で必要な機能や操作方法等について理解を深めるための研修を実施すること。この研修の対象者は６０人程度とし、１回当たりの参加者は２０人程度、所要時間は２時間程度で、対面で同内容により３回程度実施すること。

２ 研修に必要なテキスト及びコンテンツの提供
テキストについては研修実施に必要な部数を準備するものとし、電子データを格納した電子媒体を本町に納品すること。

Ⅵ.本番稼働支援
　本稼働時には、立ち合い作業を実施し、必要に応じて職員の支援等を行うこと。

Ⅶ.その他特記事項
１ 留意事項
（１）受託者は発注者が示す情報セキュリティポリシー及び関係規定を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、発注者が示す個人情報取扱特記事項を遵守すること。 
（２）受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密事項として扱い、目的外の利用、提供を行ってはならない。また、契約終了後も同様とする。
(３) 受託者は、本契約に基づく業務は第三者に委託してはならない。ただし、業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務について、事前に本町から承認を得られた場合はこの限りではない。
(４) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、本町と協議のうえ決定する。
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